
（１）  国の対応状況

特別職

（２）　三重県の対応状況

一般職

特別職

（参考）
　　① 三重県議会議員の期末手当の支給割合（現在）

　議員報酬月額の３．４０月

　
　　② 期末手当支給割合を０．０５月引き上げた場合に必要な予算額

　合計　　２，８３５，０４０円

　　③ 議員報酬の月額を三重県特別職報酬等審議会の答申に鑑み、改定した場合に必要な予算額
（報酬月額の改定に伴う期末手当の増額分を含む。）
　合計　１３，５８５，０００円

　　  従来から改定については、特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に
　 鑑み、改定を行っている。
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１　三重県特別職報酬等審議会答申（令和６年１２月２４日 答申）

２　知事・副知事の給料の対応予定

      三重県特別職報酬等審議会の答申どおりに改定。

　　　答　申（主な内容）

　　　（１）　議員報酬に関する改定内容
　　 　　　　 特別職の報酬等の月額は、次のとおり改定することが適当である。

                 議 　長　 １，０３６，０００円（現行　１，０２０，０００円）
                 副議長　 　　９１４，０００円（現行　　　９００，０００円）
                 議 　員        ８４３，０００円（現行　　　８３０，０００円）

                          知 　事　 １，３００，０００円（現行　１，２８０，０００円）
                          副知事　 １，０２５，０００円（現行　１，０１０，０００円）

　  　（ ２）　実施時期
　　   　　　  令和７年４月１日から改定することが適当である。
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